


 



ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ�
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このたび、平成 ��年度を初年度とし ��年後の平成 ��年

度を目標年次とする第５次総合計画を策定しました。本計画

は、まちづくりの基本理念や目指すべき将来像を明らかにす

るとともに、それを実現するための基本的方向を示したもの

です。�

新地町は美しい自然を守りながら、自分たちの暮らしを向上させてきました。

今後も自然と共生しながら自らの暮らしの質の向上をめざし、基本理念として『人

と自然が共に輝き� 笑顔あふれるまちづくり』を掲げます。�

また、新地町のめざす将来像は、人と人の心がかよい合う未来に広がる「しん

ち」をみんなで創りあげること、便利で活力がある中にもスローライフなど新た

なライフスタイルを時代に先駆けてかたちづくることをめざし『信頼の輪が広が

る� 暮らしきらめく� しんち』とします。�

計画策定に当たっては、町民アンケート調査、各種団体ヒアリングなどの調査

業務や、広く町民の意向をお聴きするため総合計画策定委員会などを開催し、多

くの皆さんに数々のご意見・ご提言等をいただきました。�

本計画では、計画推進の柱の一つに「町民と町との協働」を掲げています。ま

ちづくりの主役は、町民であり、町民ニーズが多様化する中で、これからも地域

を維持していくためには、これまで以上に町民の参画と協力が必要となっていま

す。�

これまで、熱心にご審議・ご検討いただきました総合計画審議会、町議会の皆

様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただいた多くの皆様に対しまして心から感

謝申し上げ、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。�

平成 ��年 �月�

新地町長� 加加加加�
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� 藤藤藤藤�
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� 憲憲憲憲�
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� ふるさとの海と山を愛し，美しい町をつくります。ふるさとの海と山を愛し，美しい町をつくります。ふるさとの海と山を愛し，美しい町をつくります。ふるさとの海と山を愛し，美しい町をつくります。�
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１１１１�
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� 互いに助け合い，心の豊かな町をつくります。互いに助け合い，心の豊かな町をつくります。互いに助け合い，心の豊かな町をつくります。互いに助け合い，心の豊かな町をつくります。�
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１１１１�
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� 健康でしごとにはげみ，希望に満ちた町をつくります。健康でしごとにはげみ，希望に満ちた町をつくります。健康でしごとにはげみ，希望に満ちた町をつくります。健康でしごとにはげみ，希望に満ちた町をつくります。�
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１１１１�
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� としよりを敬いこどもを愛し，明るい町をつくります。としよりを敬いこどもを愛し，明るい町をつくります。としよりを敬いこどもを愛し，明るい町をつくります。としよりを敬いこどもを愛し，明るい町をつくります。�
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� 郷土の歴史を大事にし教養を高め，文化の町をつくります。郷土の歴史を大事にし教養を高め，文化の町をつくります。郷土の歴史を大事にし教養を高め，文化の町をつくります。郷土の歴史を大事にし教養を高め，文化の町をつくります。�
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わが町、新地には豊かな自然と古代からの確かな歴史と伝統があります。

阿武隈高地のふもとに広がる農業と太平洋を舞台とした漁業を基本に、自然

と共生するなかで自分たちの暮らしを大切にしてきました。３村が合併して

新地町の誕生以来、私たちがめざすのは自然と暮らしが良いバランスをもっ

た心やすらぐ快適な田園都市であり、近年、叫ばれている環境への負荷の少

ない持続可能な社会づくりは町民すべてが以前から共通に認識するまちづ

くりのあり方です。�

一方、まちづくりをめぐる環境は大きく変化しており、特に �� 世紀に入

ってからは本格的な少子・高齢化や人口減少社会の到来、グローバル化 し

た経済の下での世界同時不況の発生、地球規模での温暖化の進行、国と地方

を通じた財政の危機的状況など、かつてないほどの困難な状況になりつつあ

ります。�

本町においてもさらなる少子・高齢化の進行、地域経済の低迷、若者の流

出、厳しい財政状況など幾多もの課題を抱えています。また、国と地方の関

係を見直す地方分権改革、政権交代に伴い地域主権改革が進められており、

従来の行政のあり方を見直し、適切な行政運営を行っていく必要があります。

これまで以上に自主性、自立性を高めることが求められています。�

これらの諸情勢を踏まえ、長期的展望に立ってこれまで私たちがめざして

きた自然と暮らしが良いバランスをもった心やすらぐ快適な田園都市を継

続・発展させるべく、ここに「第５次新地町総合計画」を策定します。�
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１．総合計画の構成１．総合計画の構成１．総合計画の構成１．総合計画の構成�

��

�

�

この総合計画の名称は「第５次新地町総合計画」とし、基本構想、基本計

画、行動計画で構成します。�

�

�

２．総合計画の期間及び性格２．総合計画の期間及び性格２．総合計画の期間及び性格２．総合計画の期間及び性格�
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総合計画の期間及び性格は次のとおりです。�

基基基基�

��

� 本本本本�

��

� 構構構構�

��

� 想想想想�
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�

前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画�
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� 後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画�
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�



���� ��������

�

１．位置１．位置１．位置１．位置�
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新地町は、福島県の太平洋側最北部に位置し、東西南北とも約７��、周囲

�	�� のほぼ四辺形を成し、総面積は 	
����� 、中心部は海抜平均 ��～��

ｍとなっています。�

交通は、ＪＲ常磐線が走り、東京から水戸市・いわき市を経て岩沼市に至

る国道６号が本町を縦断しています。また、相馬市を経て国道 ���号で県都

福島市へ、国道 ���号で宮城、山形方面へ至ります。相馬市へ ��分（９��）、

県都福島市までは � 分（
���）、東北の中枢都市仙台市へは 
� 分（�	��）

の距離にあります。�

高速交通として平成 �
 年度供用開始に向けて整備が進められている常磐

自動車道と、相馬市から福島市・山形県の米沢市・山形市・新庄市そして秋

田県の横手市に至る東北中央自動車道が計画されています。�



２．自然・地勢条件２．自然・地勢条件２．自然・地勢条件２．自然・地勢条件�
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海、里、山、田園と多様な自然環境を有しており、豊富な産物にも恵まれ

ています。海洋性気候により、東北地方の中では比較的温暖な地域であり、

降雪も少ないことから、春夏秋冬を通じて快適な居住環境にあります。�

阿武隈山地東縁の前山を形成する地蔵森（海抜 �	ｍ）、五社壇（同 ��

ｍ）、鹿狼山（同 	��ｍ）、大沢峠（同 ���ｍ）、そして、これらを分水嶺とし

て東に流れる立田川、砂子田川、三滝川による、扇状地及び沖積平野が発達

した地勢条件にあります。山の裾野や河川流域の平坦部には、古くから集落

が形成され、田畑が広がっています。鹿狼山には“片倉沢の原生林”として

も知られる自然度の高い樹林があります。�
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３．本町のあゆみ３．本町のあゆみ３．本町のあゆみ３．本町のあゆみ�
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四季を通じて住みよい気候に恵まれた新地町は、旧石器時代の遺跡をはじ

め、縄文時代の「新地貝塚」や「三貫地貝塚」などがあり、原始時代から多

くの人々の歩みが刻まれています。�

近世の戦国時代には伊達氏と相馬氏の政争の地となり、天正 �� 年（���

年）５月に伊達政宗によって駒ヶ嶺、新地の両城が攻略され、以後伊達領と

なって明治維新を迎えました。�

そして、明治 ��年（��年）の町村制施行によって、福田・新地・駒ヶ

嶺の３ヵ村が誕生し、昭和 ��年（���	年）には、３ヵ村が合併し新しい新

地村が誕生、昭和 	
年（����年）に町制を施行しました。�

昭和 	� 年代後半には、相馬港を拠点とした相馬地域開発が開始されまし

た。昭和 �� 年代には農業基盤や集落環境の整備が進められ、上水道が計画

区域全域に完成したのもこの頃です。また、駒ヶ嶺公民館、町民グラウンド

などの教育文化施設やスポーツ施設の整備を進め、保育所がすべての地区に

整備されました。�

昭和 
� 年代に入り高度成長は一段落し、産業構造変革への取り組みが必

要とされ、バブル経済の発生と崩壊、これに続く深刻な不況、円高の進展な

ど厳しい状況が続きますが、平成５年に相馬中核工業団地の第１期造成が完

了し、翌年の７月に相馬共同火力発電㈱新地発電所１号機、平成 �年 �月に

�号機が運転を開始しています。また、農村環境改善センターや保健センタ

ー、小・中学校の改築、さらには図書館や総合体育館の整備、町役場の改築

など公共施設を相次ぎ整備してきました。また、国道６号相馬バイパスや下

水道などインフラ 整備も推進され、相馬中核工業団地への企業立地も進み

つつあります。さらに、全国的に進みつつある高速交通体系へつながる常磐

自動車道には、新地インターチェンジ（仮称）の設置が予定されています。�
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４．本町の地域資源４．本町の地域資源４．本町の地域資源４．本町の地域資源�
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本町は、小さいながらも海、里、山、田園といった豊かな自然資源、それ

によって形づくられた地域独特の美しい景観を形成し、加えて歴史、文化資

源も多く、こうした豊かな地域資源を地域ポテンシャル として捉えること

ができるよう、地域資源の共通認識を高めます。�
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１．暮らし１．暮らし１．暮らし１．暮らしやすさと定住意向やすさと定住意向やすさと定住意向やすさと定住意向�
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暮らしやすさと定住意向については、前回調査との比較を行っています。

暮らしやすさについては前回調査を上回りましたが、定住意向については前

回調査を下回っています。�

�



２．活用すべき地域資源２．活用すべき地域資源２．活用すべき地域資源２．活用すべき地域資源�
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活用すべき地域資源として上位にあげられたのは「子どもたち」「若者」「特

産品」「農地・農業」「地域活動」などであり、特に“ヒト”が重要であると

しています。�

�

�

�

３．各施策に対する満足度と重要度３．各施策に対する満足度と重要度３．各施策に対する満足度と重要度３．各施策に対する満足度と重要度�
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施策に対する満足度と重要度を次に図式化しています。重要度が高いにも

かかわらず満足度の低い施策としては「商工業の振興」「農業の振興」「観光・

交流の振興」「土地利用」といった項目をあげることができます。「道路・交

通ネットワークの整備」と「子育て支援」に関しては満足と不満が拮抗した

位置にあり上記からは除いています。�

このことから今後の施策効果が高いと考えられる分野は、産業振興と土地

利用の分野をあげることができます。�

�



４．行政に期待する分野４．行政に期待する分野４．行政に期待する分野４．行政に期待する分野�
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町の財政状況が厳しい中、行政に期待する分野として「雇用対策の充実」

「高齢者対策・福祉対策の充実」「子育て支援の充実」「保健・医療の充実」

などが上位にあげられ「農漁業の振興」「商工業の振興」といった産業振興

は次にあげられています。産業振興は行政の力だけでは難しい課題であるこ

とがこうした結果につながっていると考えられます。�

�
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１．少子・高齢化に対応し、産み育てやすいまちづくりが１．少子・高齢化に対応し、産み育てやすいまちづくりが１．少子・高齢化に対応し、産み育てやすいまちづくりが１．少子・高齢化に対応し、産み育てやすいまちづくりが�
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� � 求められている求められている求められている求められている�
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わが国の総人口は、急速に少子・高齢化が進むとともに、平成 ��年（����

年）をピークに人口減少の局面に突入しています。�

新地町においては、国勢調査でみると国の動向よりも �� 年早い、平成７

年をピークに人口が減少局面に入っています。高齢化については県を上回っ

て進んでおり、平成 ��年 ����％となっています。また、高齢者世帯は急激

に増加しており、平成 ��年 �	世帯と総世帯の �	��％に達しています。こ

うした少子・高齢化に対応して、次世代を担う子どもたちを産み育てやすい

まちづくりをめざしていく必要があります。�

�

�



２．持続可２．持続可２．持続可２．持続可能な循環型社会づくりが求められている能な循環型社会づくりが求められている能な循環型社会づくりが求められている能な循環型社会づくりが求められている�
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�

地球温暖化やオゾン層の破壊などにより環境問題が地球規模で深刻化し

つつあります。これらの問題を解決し、良好な環境を次の世代に引き継ぐた

めに省エネルギー、省資源化、リサイクル、新エネルギーの利用などに力を

入れていく必要があると同時にこれまでの経済的な豊かさや生活の便利さ、

快適さを優先した考え方から、自然との共生や資源の循環を基調とする持続

可能な社会づくりへの転換が求められています。�

新地町においては、自然との共生を基調としたまちづくりを推進してきて

いますが、共生や循環といった価値が高まるなかで、さらに深化させ、環境

との共生を大切にする地域の実践活動を促進させ、より質の高い暮らしにつ

なげていく必要があります。�

�

３．地域特性による内発型の産業振興３．地域特性による内発型の産業振興３．地域特性による内発型の産業振興３．地域特性による内発型の産業振興 が求められているが求められているが求められているが求められている�

��

�

経済のグローバル化に伴い、製造業の生産拠点が海外に移転するなど企業

誘致に依存した地域経済の発展は次第にむずかしくなっています。こうした

主として誘致に依存した外発型の産業振興 から地域特性を見極め、それを

地域の産業として育てる内発型の産業振興が求められています。�

新地町においては、経済環境の変化にもかかわらず工業団地への企業立地

が進み、従業者数や生産額は増加傾向にあります。今後、相双地域の広域的

な工業集積や物流拠点としての相馬港、常磐自動車道インターチェンジの活

用など地域特性を発揮して国内外に競争優位を確立できる地域産業集積を

めざす必要があります。�

�

�

�



４．地域に密着した商業やサービス業の振興が求められている４．地域に密着した商業やサービス業の振興が求められている４．地域に密着した商業やサービス業の振興が求められている４．地域に密着した商業やサービス業の振興が求められている�
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就業や生活スタイルの変化、消費ニーズの多様化などにより消費者の購買

行動は多様化しています。そのため新しい生活や消費スタイルに対応した商

業・サービス業の振興が求められています。�

新地町の買物動向は、隣接の相馬市あるいは買い回り品では仙台市を利用

する町民が多く、町内の商業・サービス業は低迷しています。しかし、身近

な商業・サービス業は、高齢者がますます増える中で住みよいまちづくりや

地域コミュニティ の観点から、そのあり方が大切となります。身近な地域

で安心して買い物をし、生活することができる環境づくりをめざす必要があ

ります。�
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５．農漁業の特徴ある産地形成が求められている５．農漁業の特徴ある産地形成が求められている５．農漁業の特徴ある産地形成が求められている５．農漁業の特徴ある産地形成が求められている�
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農林水産物の価格の低迷や産地間競争の激化など農林水産業を取り巻く

環境は厳しさを増しています。一方で食の安全や旬・鮮度の重視、多品種少

量消費志向、食料自給率の低下への対応などが注目されています。�

新地町の農業は、販売農家数や経営耕地面積、農業産出額の減少が続き、

担い手の高齢化も進みつつありますが、ニラ、イチジクなどは地域の特産品

として高い評価を得ています。また、農産物直売所においては、新たな形で

の農産物の販売が定着しつつあります。�

漁業については、漁業経営体の減少が続いていますが、メロード、コウナ

ゴ、カレイを中心に一定の水揚げとなっています。�

一方、地域で統一されたコンセプトをもつ「しんちブランド」づくりをイ

チジク、ニラ、魚介類などで進めており、農漁業の特色ある産地形成が課題

となっています。�
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�

�
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６．グリーンツーリズム６．グリーンツーリズム６．グリーンツーリズム６．グリーンツーリズム による交流・連携が求められているによる交流・連携が求められているによる交流・連携が求められているによる交流・連携が求められている�
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�

�

都市と農山漁村が相互に補完しあい、相乗効果を高めることができるよう

地域間の交流・連携が重要となります。そのことにより、地域資源を活かし

た交流や新しい事業の創出などに結びつくことが期待されます。なかでも農

村で自然、文化、人々との交流を楽しむ余暇活動であるグリーンツーリズム

は、日帰りから長期または定期的な滞在である二地域居住 までさまざまな

形で展開されています。�

新地町における観光入込客は平成 ��年には ��万人を超えていますが、な

かでも身近なところに広がる原生林をもつ鹿狼山は安定した入込客数とな

っています。新地の豊かな自然や森林、田園

景観、特色ある農水産物などはグリーンツー

リズムを推進するうえで魅力ある条件である

ことから農漁業者をはじめ、地域全体の活動

を支援していく必要があります。�

また、常磐自動車道のインターチェンジの

設置は交流を広げる大きな契機となることが

期待されます。�

�

�



７．住民との協働推進が求められている７．住民との協働推進が求められている７．住民との協働推進が求められている７．住民との協働推進が求められている�
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�

�

地方分権が進み、地域主権の確立が求められています。そのためには町民

一人ひとりが「自らの地域は自らの力で創造する」といった志を持ち、地域

の課題解決やまちづくりに向けた取り組みが必要となります。�

新地町においては、平成６年度から「地域活性化事業」で行政区の自主的

な活動の支援を開始し、平成 �� 年度からは「まちづくり支援事業」として

各行政区が第４次総合計画策定に合わせ策定した地区別計画を財政面から

支援してきました。そして、平成 � 年度からは補助対象や補助率など制度

の見直しを行い名称も「協働のまちづくり推進事業」に改め、引き続き行政

区や地域づくり団体等による「花いっぱい事業」「ふれあい交流事業」「夏祭

りの集い」「ふれあい鹿狼山登山」など協働のまちづくりを推進しています。�

協働事業の定着が図られるよう協働の領域やお互いの役割といった協働

のルール づくりや協働を推進する人材育成などが求められます。�
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まちづくりの基本理念�
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新地町のめざす将来像�

◎自然の恵みを活かした産業を育むまち�

◎ともに支え合い安心して暮らせるまち�

◎交流の拠点となるまちの顔と生活文化を発信するまち�

まちづくりの目標�

まちづくりの基本的な考え方�

・地域資産や地域資源活用の地域づくり�

・効果的な行政サービスの実現�

施策の大綱�

・協働によるまちづくり�

・まちづくりの基本としての人づくり�
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第５次新地町総合計画の体系
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私たちは、美しい自然を守りながら、自分たちの暮らしを向上させてきま

したが、今後も自然と共生しながら自らの暮らしの質の向上をめざし、基本

理念として『人と自然が共に輝き、笑顔あふれるまちづくり』を掲げます。�
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本町は豊かな自然と長い歴史のなかで培われてきた地域文化に恵まれ、農

業と漁業を基調に持続可能な環境と暮らし方、安心につながる食と健康、

海・里・山・田園が楽しめる行楽地としての資質などを有するまちとして常

に身近に自然を感じ、また人のつながりを大切にしながら、新地に住む実感

としての豊かさを感じてきました。�

新しい社会のあり方として質的な豊かさやより良く生きるといったこと

が求められていますが、これまでつくり上げてきた新地に住む実感としての

豊かさを格好の舞台に新しいまちづくりに活用し、将来像を『信頼の輪が広

がる� 暮らしきらめく� しんち』とします。�

「信頼の輪が広がる」は、かけがえのないこの郷土を大事にし、これまで

培って来た地域コミュニティなどによるお互いのつながりを大切に人と人

の心がかよい合う未来に広がる「しんち」をみんなで創りあげるものです。�

「暮らしきらめく」は、便利で活力がある中にも、人と自然が共生した望

ましい関係を深め自然を楽しみ、スローライフ など新たなライフスタイル

を時代に先駆けてかたちづくることをめざすものです。�
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�� 自然の恵みを活かした産業を育むまち�

自然と共生した農業、漁業は本町の基幹産業ですが、雇用の場をつくるに

は力不足が否めません。�

農業、漁業を取り巻く環境は厳しさを増していますが、一方で消費者ニー

ズは確実に高まっています。地域ブランドづくりなどにより農業、漁業の振

興を図るとともに食を媒介として生産、加工、流通、販売に至る供給の流れ

の中で付加価値の向上を図ります。また、農漁業の持つ多面的な価値を活用

した交流事業に積極的に取り組み新しい可能性を追求します。�

これらを通して豊かな自然環境をよりよい形で次世代に保全・継承を図り

ながら、新しい価値や雇用機会の創出をめざします。�

�
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�

自然の恵みを活かした�

産業を育むまち�

ともに支え合い�

安心して暮らせるまち�

交流の拠点となる�

まちの顔と生活文化を�

発信するまち�
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�� ともに支え合い安心して暮らせるまち�

これまで培ってきた歴史や三世代同居割合の高さに見られるように本町

には地域や家族などの助け合い、支え合いの土壌があります。少子・高齢社

会に向けて、子どもから高齢者まで多世代が交流を深めていくなかで、地域

コミュニティによる助け合い、支え合いを促進します。�

また、高齢者を支える仕組みをつくったり、子育てや健康づくりを支援し

たり、行政と連携して地域が主体となった協働事業を立ち上げるなど、地域

コミュニティを基本に安心して暮らせるまちをめざします。�
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�� 交流の拠点となるまちの顔と生活文化を発信するまち�

暮らしを支えるサービスを確保し、地域の活力を維持・向上させるため、

たえず人が集まってくるまちの拠点機能を高めます。�

農村環境改善センターや保健センター、図書館など公共施設の集積や新地

駅前の土地利用を活かし、さまざまな来訪者が利用しやすい、集客機能がコ

ンパクトに集積されたまちづくりをめざします。また、核家族化や高齢者世

帯の増加など社会環境の変化に対応し、商業機能をはじめ子育てや介護など

暮らしを支えるサービス事業を育成し、にぎわいを創り出し、まちの顔とし

て生活文化を発信します。�

一方、まちに住む町民、まちへの来訪者いずれにとっても心地よさを感じ

ることができるよう自然と環境を大切にするまちづくりを推進します。�
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�

�
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１．協働によるまちづくり１．協働によるまちづくり１．協働によるまちづくり１．協働によるまちづくり�
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これまでも協働によるまちづくりを進めてきましたが、さらに町民と行政

が連携、協働したまちづくりを進めます。これまでの協働事業で培ってきた

ノウハウを活かしながら、これからの本町にあったさまざまな形の協働をつ

くりあげていきます。�

				

２．まちづくりの基本としての人づくり２．まちづくりの基本としての人づくり２．まちづくりの基本としての人づくり２．まちづくりの基本としての人づくり�
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協働によるまちづくりの基本は人づくりであるという認識のもと学校や

家庭、地域と連携し各年代に応じた教育・学習体制を整備します。また、自

然や風土の中で培われてきた地域文化の継承を幅広く進めることにより、郷

土を想う心の醸成に努めます。�

				

３．地域資産や地域資源活用の地域づくり３．地域資産や地域資源活用の地域づくり３．地域資産や地域資源活用の地域づくり３．地域資産や地域資源活用の地域づくり�
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�

町財政をめぐる環境はますます厳しくなることが予想されます。これまで

培ってきた知恵や知識、お互いの信頼に基づく人とのつながりなどを有効に

活用するとともに、これまで十分活用しきれなかった地域資源に新たな価値

を見つけ出し、積極的な活用を図ります。�

				

４．効果的な行政サービスの実現４．効果的な行政サービスの実現４．効果的な行政サービスの実現４．効果的な行政サービスの実現�
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�

計画の目標実現に向け、選択と集中の考え方に基づき、「あれもこれも」

から「あれかこれか」への転換により施策、事業の重点化をめざすことによ

り、一層効果的な行政サービスの提供を図ります。�
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１．にぎわいや活力を創り出すまちづくり１．にぎわいや活力を創り出すまちづくり１．にぎわいや活力を創り出すまちづくり１．にぎわいや活力を創り出すまちづくり�
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�

中心地区の形成や土地の高度利用などまちの再編を進めるとともに、地域

資源を活用してさまざまな交流の促進を通じた地域産業の振興と雇用の場

の確保を図るなど、たえず人が集まってくるにぎわいのある活気あふれるま

ちづくりを推進します。�

また、調和のとれたまちづくりや交流・連携を促すうえで重要な役割を果

たす道路・交通ネットワークや情報通信については、各交通手段の特性を活

かしながら、総合的な交通体系の整備を図る一方、日常の暮らしのなかで情

報通信技術を活用できる環境整備を図ります。�

工業は地域特性にあった企業立地の促進や既存企業の経営安定に努め、雇

用確保につなげます。�

まちのにぎわいを創り出す商業・サービス業は地域商業を支援するととも

に、農業や水産業、観光との連携による集客力の向上や企業活動支援に努め

ます。�

農林水産業が持っている自然循環機能を十分に発揮させた持続的な農林

水産業の振興を図ります。さらに生産から加工、流通、販売まで行う �次産

業 化や交流体験型観光の推進と農林水産業との連携を進めます。�

�������	
������������������������� !

"�#$%&'()*�+,-./0�1�23�45&��67$89 !

:�;<=>?@AB/CDE�FG���HI/C !

J�K@L��@ABMNCOP!

�MNCOQR�STMNUO��VW��XYZ !

[�/0\]^=_B`abcd�e��fg�/0�hi !

j�klm(no�km�lm�pmqr��stbcd !

u�vwxsm(no�vm�wm�ym !



２．自然と環境と共生する安全安心なまちづくり２．自然と環境と共生する安全安心なまちづくり２．自然と環境と共生する安全安心なまちづくり２．自然と環境と共生する安全安心なまちづくり�

��

�

�

海、山、田園などの豊かな自然は、地域の誇りや暮らしやすさを生み

出す環境資産であり、世代を超えて継承すべきものです。豊かな自然と

人との共生をさらに進め、日々の暮らしの中で身近な自然との関わりを

深めていく、水と緑豊かなまちづくりに努めます。�

地域環境の保全を図り、さまざまな分野で環境との共生をめざした地域で

の実践活動を促進します。持続可能な地域社会の基盤として、環境への負担

が少ない資源循環型社会づくりをめざします。�

日常生活において生命や財産に関わる不安が広がるなか、災害に強いまち

づくり、地域社会と連携した地域の安全対策や消費者対策といった安心安全

に暮らすことのできるまちづくりを推進します。�
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３．誰もが暮らしやすいまちづくり３．誰もが暮らしやすいまちづくり３．誰もが暮らしやすいまちづくり３．誰もが暮らしやすいまちづくり�
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家庭の大切さや地域のなかでの支え合いを基本にしながら、安心して

子どもを産み育てることができ、親が子育てに楽しみを実感できる環境

をつくります。�

町民一人ひとりが健やかに暮らせるよう健康づくりへの取り組みを

支援し、安心して受けられる医療サービス体制をめざします。�

急速に高齢化が進むなかで、高齢者が生きがいをもって健康で長生き

できるよう支援に努めます。また、住み慣れた地域においてできる限り

自立した生活を送ることができるよう、地域や関係機関と連携を図りな

がら生活支援を充実するなど互いに助け合い、支え合う福祉社会をつく

りあげます。�
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４．未来を拓く力を創るまちづくり４．未来を拓く力を創るまちづくり４．未来を拓く力を創るまちづくり４．未来を拓く力を創るまちづくり�
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町民一人ひとりが自立の力を高め、主体的に行動できる人づくりを推進し

ます。学校教育においては自立の基礎となる確かな学力、豊かな個性、健や

かな身体を育みます。�

また、生涯学習や家庭・地域の教育力の向上、国際交流、男女共同参画社

会などを通して町民一人ひとりの持つ多彩な力が発揮できる協働社会を支

える人づくりを推進します。�

わが国やふるさと新地の風土や文化の理解を深め、地域の財産として継承

することで文化の振興につなげ、スポーツ・レクリエーションの振興と合わ

せ、生活の豊かさを享受することのできるまちづくりにつなげます。�
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１．人口フレーム１．人口フレーム１．人口フレーム１．人口フレーム�
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町の将来人口は、町民がゆとりを持って快適に暮らすことのできるよう中

間年次の平成 ��年におおむね �����人、目標年次である平成 	�年におおむ

ね �����人とします。�

コーホート要因法 により人口を推計し、それに加える人口増加要因とし

て、新地駅前周辺整備事業、新地南工業団地等への企業誘致、さらには駒ヶ

嶺駅前住宅地開発などによる人口定着を見込みます。�

総人口、総世帯数、就業者人口（３区分）の中間年次、目標年次の目標は

次のとおりです。�

�



２．土地利用の構想２．土地利用の構想２．土地利用の構想２．土地利用の構想�
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町土はかけがえのない資産であるとともに、生活や生産をはじめとする諸

活動の基盤となるものです。これまで培ってきた豊かな田園風景を大切にし

た土地利用を継承しながら新たな土地需要に対応し、町民がゆとりを持って

快適に暮らすことのできる土地利用の実現に向け、土地利用の方針を以下と

します。�

�������	
��

本町の持つ豊かで美しい海・里・山・田園といった自然や環境、動植物の

生態系の保持に配慮した自然環境の保全を図ります。�

�

����������������

地域の持つ個性や特性を十分に活かした土地利用を推進することにより、

拠点性の高いまちづくりや快適な居住空間の確保を図ります。�

また、自然環境や農地との調整を十分に図りながら各集落ごとの特性に応

じた土地利用を推進します。�
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１．地域特性を活かした土地利用�

３．快適に移動できる交通体系

４．誰でも利用できる情報通信網

２．若者定住化の促進



５．交流・連携によるまちづくり

７．農林水産業の振興

６．商工業の振興
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【現況と課題】�

本町は豊かな自然環境のなかに山林・里山から農地、街並み、海岸部の漁

港や相馬港、火力発電所と、多様な土地利用と連なる景観が本町の魅力や個

性の一つとなっています。�

町では町域全体を都市計画区域とし、「新地町国土利用計画」及び「新地

町都市マスタープラン」を策定し、土地利用の多様性を保ちつつ、それぞれ

の地区の特性を活かしながらバランスある土地利用を図ることをめざして

います。�

将来の町の発展に向けた町の核づくりが課題となっています。役場周辺で

の公共・公益施設の集積を進めていますが、今後、新地駅周辺の土地区画整

理事業と連携した拠点機能の向上が求められます。宅地については、土地区

画整理事業により大規模な宅地供給が見込まれますが、一方で地域特性を考

慮しながらの住宅地の供給が課題となっています。�

工業地については、既存の工業用地への企業立地を促進する一方で、常磐

自動車道新地インターチェンジ（仮称）近隣地に新たな工業用地として新地

南工業団地の開発を進めています。�

一方、全国へのアクセス道路となる常磐自動車道の開通が見込まれ、新地

インターチェンジ（仮称）を活用した地域活性化に向けた取り組みを進めて

いく必要があります。�

本町の多様な土地利用と連なる景観は、本町の魅力、個性の一つとなって

おり、良好な居住環境の大きな要素となるものです。里山景観や田園景観を

大切にするとともに、まちなか景観についても役場周辺での景観づく

りの成果を踏まえた取り組みが求められています。�
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【施� 策】�

１．都市マスタープランの推進１．都市マスタープランの推進１．都市マスタープランの推進１．都市マスタープランの推進����

都市計画の基本指針となる「新地町都市マスタープラン」に基づき計画的

な土地利用を推進するとともに、地域の実情や経年変化に基づく見直しを図

ります。�

����

２．町のにぎわいづくり２．町のにぎわいづくり２．町のにぎわいづくり２．町のにぎわいづくり����

公共・公益施設の集積が進む役場周辺を町の拠点地区として位置づけ、新

地駅周辺の土地区画整理事業と一体的な整備を図るなかで商業・サービス業

といった生活中心機能の充実を図ります。�

�

３．良好な宅地供給の推進３．良好な宅地供給の推進３．良好な宅地供給の推進３．良好な宅地供給の推進����

新地駅周辺の土地区画整理事業により大規模な宅地開発事業を推進する

とともに、地区特性に応じた計画的なまちづくり事業を行い良好な宅地供給

を図ります。�

� �� �� �� �

４．駅前空間整備の推進４．駅前空間整備の推進４．駅前空間整備の推進４．駅前空間整備の推進����

新地駅周辺については、面的整備事業にあわせ、利用者にやさしい駅前空

間整備を推進します。�

����

５．インターチェンジ周辺整備の推進５．インターチェンジ周辺整備の推進５．インターチェンジ周辺整備の推進５．インターチェンジ周辺整備の推進����

新地インターチェンジ（仮称）近接地に立地特性を生かした新地南工業団

地を整備し、企業立地をめざしていきます。�

�

６．まちなか景観の形成６．まちなか景観の形成６．まちなか景観の形成６．まちなか景観の形成����

新地駅周辺の開発については地区計画を定めています。住民と協働による

まちなか景観の形成を支援します。�

めざす姿
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【現況と課題】�

若者の定住化を促進するためには、安定した雇用の場の確保とともに、良

好な住宅を確保することが重要となります。�

雇用の場については、地域特性に合った企業の誘致活動とともに若者にも

魅力のある農漁業の振興、特産品づくりなどを通した６次産業化の取り組み

による新たな雇用の場の確保、コミュニティビジネス 事業の起業化などを

あげることができます。�

住宅整備については、中里、小川原添の各地区で町営宅地分譲を行いまし

た。また小川地区にある雇用促進住宅については独立行政法人雇用・能力開

発機構から町が譲り受け、小川定住促進住宅及び小川町営住宅としての活用

を図っています。�

今後とも、宅地供給を促進するとともに住宅ストックを良好な状態に保ち

つつ、若者世帯が子育てのできる快適な居住環境としていく必要があります。�

また、出会いや交流の場を積極的に提供することにより、若者の結婚につ

なげていくことも必要です。�
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【施� 策】�

１．安定した雇用の場の確保１．安定した雇用の場の確保１．安定した雇用の場の確保１．安定した雇用の場の確保����

安定した雇用の場を確保するため地域産業を活性化するとともに、関係機

関による連携を強化し、雇用情報の提供、相談窓口の設置など失業者の早期

就業支援に取り組みます。�

����

２．結婚対策２．結婚対策２．結婚対策２．結婚対策����

未婚者同士が知り合うきっかけづくりのため、出会いと交流の場となる多

彩なイベントの開催など民間団体等との連携による支援策を検討します。ま

た、ボランティア団体等との連携のもと、結婚で新たに町民になった外国人

への支援に努めます。�

�

３．若者の定住促進３．若者の定住促進３．若者の定住促進３．若者の定住促進����

若者が定住し、子育てがで

きるよう定住促進住宅の運営

と、子育て世帯向けの定住優

遇措置を継続します。空き家

情報の提供に努めます。�

�

４．町営住宅の活用４．町営住宅の活用４．町営住宅の活用４．町営住宅の活用����

老朽町営住宅の建替及び改修は一通り終了したので、残る既存住宅につい

ても計画的な維持修繕を行い、居住性の向上に努めます。また、高齢者や障

害者が安心して暮らせるようバリアフリー 化に努めるとともに、今後も母

（父）子世帯入居希望が増加するため、それらの需要に見合った新たな住宅

整備についても検討します。�

�

５．就労者福祉の充実５．就労者福祉の充実５．就労者福祉の充実５．就労者福祉の充実����

関係機関との連携を図りながら、男女が共に働きやすい就労環境づくりに

努めます。�
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【現況と課題】�

本町の交通は、一般国道６号、一般国道６号相馬バイパス、主要地方道相

馬亘理線、ＪＲ常磐線が走り、常磐自動車道の開通予定など、南北の交通体

系がますます強化されつつあります。東西は、相馬港と常磐自動車道及び東

北縦貫自動車道をつなぐ一般国道 ���号と一般県道で形成されています。町

道では平成２２年４月１日現在の改良率が７７，６％と順調に整備が進んで

います。県道は未整備区間が多く、整備促進が課題となっています。町道整

備では、歩きやすい安全な道路の要望は多く、地域の状況を踏まえた整備が

課題となっています。�

鉄道は町内にＪＲ常磐線の新地駅と駒ヶ嶺駅があります。駐車場や駐輪場

の整備など、利便性の向上を図っていますが、いずれも利用者の減少が続い

ており、沿線自治体の連携による利用活性化に取り組んでいます。また、バ

ス路線の廃止に伴って運行を開始した「新地のりあいタクシー」（しんちゃ

んＧＯ）は高齢者等の生活を支える役割を果たしており、利用ニーズに即し

た運行が求められます。�
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【施� 策】�

１．高規格幹線道路の整備促進１．高規格幹線道路の整備促進１．高規格幹線道路の整備促進１．高規格幹線道路の整備促進����

常磐自動車道の完成予定年度を遅れることなく、一年でも早く全線開通で

きるよう早期整備促進を要望するとともに、東北中央自動車道・一般国道１

１５号阿武隈東道路・霊山道路の整備促進を要望します。�

�

２．２．２．２．国、県道の整備促進国、県道の整備促進国、県道の整備促進国、県道の整備促進����

常磐自動車道の全線開通に合わせ一般国道１１３号及び一般県道赤柴中

島線の整備を促進するとともに、主要地方道相馬亘理線の釣師バイパス（仮

称）整備と一般県道金山新地停車場線・新地停車場釣師線の整備促進を要望

します。�

�

３．町道の整備３．町道の整備３．町道の整備３．町道の整備����

常磐自動車道・国県道への効率的な接続を図るため、安全で安心して利用

できる幹線町道の二車線化の整備を進めるとともに、各地域の実情に応じた

その他の生活道路の整備にも積極的に取り組みます。また、安全で安心な道

路交通を確保するため、舗装、橋梁の補修など維持、管理の充実を図ります。�

�

４．安全で快適な道路整備４．安全で快適な道路整備４．安全で快適な道路整備４．安全で快適な道路整備����

少子・高齢化が進む中、高齢者・児童・障がい者等あらゆる人が安全で安

心して利用できる歩行空間を確保するために、緊急性の高い通学路を中心に

歩道、自転車歩行車道の整備を重点的に進めるとともに、側溝の蓋掛けや幅

広路肩の採用など、地域の実情に応じた歩行空間の確保、既存道路施設の長

寿命化対策の充実にも積極的に取り組みます。

�

５．鉄道の増強と駅周辺整備５．鉄道の増強と駅周辺整備５．鉄道の増強と駅周辺整備５．鉄道の増強と駅周辺整備����

利用しやすい鉄道駅や、ＪＲ常磐線山下駅止まり列車の延長について、利

用者はもとより各種団体等と連携を図りながら、関係機関にさらに要望しま

す。また、新地駅周辺の環境整備を推進します。

�

６．のりあいタクシー（しんちゃんＧＯ）の運行支援６．のりあいタクシー（しんちゃんＧＯ）の運行支援６．のりあいタクシー（しんちゃんＧＯ）の運行支援６．のりあいタクシー（しんちゃんＧＯ）の運行支援����

のりあいタクシー（しんちゃんＧＯ）の運行を支援します。また、実状に

応じた町民の身近な交通機関となるよう運行内容等の検討を行います。�
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【現況と課題】�

情報通信技術の発展は目覚ましく、日々の暮らしや産業経済活動などに大

きな変化をもたらしています。一方、住む場所や環境の違いのために情報が

得られなかったり、得られる情報に差が生まれたりする情報格差（デジタル

ディバイド）は、大きな問題です。特に、新たに進出先を探したり経営規模

を拡大しようとしたりする企業にとって、ブロードバンド 環境は重要な要

素です。�

本町では採算性の面から民間事業者の光ファイバーの整備が見込めない

ことから、町において平成 �� 年 � 月の供用開始を目指し、町内一円に光フ

ァイバーケーブル 網の整備を進めています。�

行政情報の発信については、ホームページによる情報提供を図っており、

「みんなの伝言板」「フォトギャラリー」には誰でも書き込めるなど、利用

者の効果的な共有化を図っています。�

地上デジタル放送への移行については、平成 �� 年７月のアナログテレビ

放送終了に向け、受信施設整備などを進める必要があります。�
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【施� 策】�

１．情報通信基盤の活用１．情報通信基盤の活用１．情報通信基盤の活用１．情報通信基盤の活用����

光ファイバーケーブルが整備されたことに伴い、町が通信事業者と ���契

約（長期的安定的な契約）を行うことで町内全域において高速ブロードバン

ドサービスを受けられる環境が整います。�

行政のさまざまな分野で情報化の技術を整備した情報通信基盤を積極的

に活用することにより、行政運営の質的向上を進めるとともに町民の生活の

利便性、快適性の向上を図ります。�

����

２．行政情報の発信促進２．行政情報の発信促進２．行政情報の発信促進２．行政情報の発信促進����

町ホームページの充実を図り、行政情報の発信を促進します。また、老朽

している現システムの更新を検討します。�

�

３．地上デジタル放送への円滑な移行３．地上デジタル放送への円滑な移行３．地上デジタル放送への円滑な移行３．地上デジタル放送への円滑な移行����

関係機関と協力して地上デジタル放送への円滑な移行に努めます。�
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【現況と課題】�

本町は、比較的小さな町域ながら豊かな自然を背景に、海での海水浴や釣

り、鹿狼山にはたくさんのハイカーが訪れるなど海や山に触れ、そして体感

することのできる観光資源があります。�

自由時間の増加に伴い、自然の学習や、地域文化や農漁業の体験など地域

の人たちとの交流を通して地域生活を味わうといった観光交流がみられま

す。そのため、海やふるさとの森、鹿狼山といった自然を生かした取り組み

が求められるとともに、農漁業資源を生かすべく、グリーンツーリズムやブ

ルーツーリズム といった形で資源活用の新たな方策を探りながら、観光交

流を広げる試みも求められています。�

人と人とのふれあいとネットワークの広がりが、新しい知恵を生み出すこ

とにつながります。伊達藩ゆかりの５市町による交流や、釣師浜海水浴場、

鹿狼山、海釣り公園といった地域資源を生かした観光交流などが行われてい

ますが、今後は滞在や移住につながるなど交流の幅を広げていく必要があり

ます。�

今後都市住民との交流を促進する観点から、スローライフや食の楽しみな

どを志向する都市住民向け体験プログラムの提供や、滞在・移住を受け入れ

るための体制づくりなどについて検討していく必要があります。�
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【施� 策】�

１．海辺の活用１．海辺の活用１．海辺の活用１．海辺の活用����

夏場には海水浴場を開設し、遊海しんちなどのイベントを開催するととも

に、海釣り公園の活用、漁業体験や食体験など海辺を活用した体験型観光交

流を推進します。�

����

２．里山の活用２．里山の活用２．里山の活用２．里山の活用����

鹿狼山のハイキングコースや登山道などの維持管理に努めるとともに、里

については農業体験や商工業と連携した加工体験など体験型観光交流を推

進します。また、鹿狼山山麓の里づくりなど里山を活用した休養や自然体験

の機会と場を充実し、農業と連携したグリーンツーリズムの取り組みなど交

流機能を高めます。�

�

３．集落交流の仕掛けづくり３．集落交流の仕掛けづくり３．集落交流の仕掛けづくり３．集落交流の仕掛けづくり����

海、里、山の特色ある体験型観光資源をつなぎ、ルートの創出や事業者と

連携した直売事業や地元食材を使った料理の提供、生産者と消費者のふれあ

い交流など魅力ある集客の仕掛けづくりを促進します。�

�

４．イベントの充実と観光魅力の発信４．イベントの充実と観光魅力の発信４．イベントの充実と観光魅力の発信４．イベントの充実と観光魅力の発信����

遊海しんちやふるさと産業まつりなど、町

のイベントの継続的な実施と充実を図ります。

食のイベントなど来訪者と町民がふれあえる

多彩なイベントの開催を支援します。また、

多くの人に新地の魅力ある情報を提供できる

よう情報の受発信機能を高めます。�

�

５．広域観光の推進５．広域観光の推進５．広域観光の推進５．広域観光の推進����

相馬地方及び、浜通り市町村との連携を図りながら、宣伝事業やイベント

等広域的な観光キャンペーンを実施します。�

�

６．地域間交流の推進６．地域間交流の推進６．地域間交流の推進６．地域間交流の推進����

伊達藩ゆかりの５市町による交流を活発にする一方、地域資源や特性を活

用し、幅広い地域や多くの人たちとの交流の推進に努めます。�
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�

【現況と課題】�

本町は、重要港湾相馬港を擁し、相馬中核工業団地に火力発電所が立地す

るほか、新地北工業団地が整備され、雇用や税収面で効果を得てきました。�

新地北工業団地には、４社が立地し操業しています。また、近年分譲を開

始した相馬中核工業団地Ｘ区画には運送業２社と製造業１社が立地したほ

か、県が分譲している相馬港５号ふ頭危険物取扱施設用地にも１社が立地し

ました。将来に向けては、常磐自動車道の開通と、町内へのインターチェン

ジの設置が予定されており、近接地に新地南工業団地の計画を進めています。�

地域に根ざした地元企業については、商工団体と連携し、経営の安定化や

経営改善のための支援に努めていく必要があります。�

商業は、町外沿道大型店などへの買い物人口の流出が目立ち、加えて経営

者の高齢化や景気の低迷などから空き店舗の増加が目立ち、まちなか商業の

振興が課題となっています。�

日常生活に密着した商店街は至近性から高齢社会ではますますその必要

性が望まれており、商店街の活性化は地域コミュニティを担うためにも重要

な課題となっています。このため、町と商工会は二人三脚でふるさと産業ま

つりなどイベントを通して活性化や集客力を高めることに努めていますが、

今後は地域商店の振興とあわせ、観光客など町外からの消費者も視野に入れ

た商業振興を図っていく必要があります。�

町と商工会、ＪＡそうま新地総合支店、相

馬双葉漁業協同組合新地支所では、特産品振

興協議会を中心に農林水産物を素材とした加

工・特産品づくりに取り組んでおり、納豆、

ジュース、地酒などで高い評価を得ています。

こうした農林水産物の商品性を高め、生産、

加工、流通、販売の連携を強め、新たな事業

につなげていくことが求められます。�

また、町民のライフスタイルの変化に伴う

新たなニーズを発掘して生活支援サービスの

起業化も考えられます。�
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【施� 策】�

１．企業立地の促進１．企業立地の促進１．企業立地の促進１．企業立地の促進����

工業用地の情報発信と、相馬中核工業団地企業誘致促進協議会、県企業誘

致推進協議会などの活動を通して、企業の誘致促進を図ります。また、新地

北工業団地立地企業の事業拡大の支援と、相馬共同火力（株）新地発電所３・

４号機の増設及び１・２号機の設備更新を要請します。�

めざす姿



�

２．インターチェンジ周辺の活用２．インターチェンジ周辺の活用２．インターチェンジ周辺の活用２．インターチェンジ周辺の活用����

常磐自動車道新地インターチェンジ（仮称）近接地に新地南工業団地を整

備し、立地条件を活かして企業立地を促進します。�

����

３．相馬港の利活用促進３．相馬港の利活用促進３．相馬港の利活用促進３．相馬港の利活用促進����

相馬港３号埠頭の整備が完了することから、ポートセールス 等により相

馬港の利活用促進を図ります。�

����

４．地元企業の経営支援４．地元企業の経営支援４．地元企業の経営支援４．地元企業の経営支援����

商工会と連携し情報提供や研修・指導事業、各種融資制度の周知・普及な

どを通して、経営の安定化を促進します。また、地域資源や人材ネットワー

クを生かした付加価値を高める新製品の開発など商・工・鉱業等の育成に努

めます。�

�

５．地域商業の支援５．地域商業の支援５．地域商業の支援５．地域商業の支援����

商店会によるスタンプ券利用の普及、共同サービス、宣伝、イベント等の

共同実施を支援し、なじみ感、親しみ感あふれる地域に根ざした商業の振興

を図ります。また、商工会による経営指導、創業支援、人材育成活動などを

促すとともに、店舗の改善や近代化に向けた資金需要の支援に努めます。�

�

６．特産品づくりの推進６．特産品づくりの推進６．特産品づくりの推進６．特産品づくりの推進����

特産品振興協議会による活動を中核として、地元食材を活用した特産品の

開発の取り組みを強化し、産品のブランド化を図ります。また、地元食材を

提供する地場産市場、レストラン及び加工施設の建設を図ります。さらに、

特産品の販売活動の強化とともに、インターネットにより特産品情報を発信

し、販路の拡大を促進します。�

�

７．コミュニティビジネスの創出７．コミュニティビジネスの創出７．コミュニティビジネスの創出７．コミュニティビジネスの創出����

地域資源を活用した新商品、新サービスの開発に取り組む企業を支援する

とともに、地域を活性化するコミュニティビジネス事業の起業・経営を支援

します。�
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【現況と課題】�

農業は、古くから本町の基幹産業であり、米、野菜、果樹、花きなど質の

高い多様な農産物が生産されています。戦略的産地づくりとしてのニラ・イ

チジクのブランド化の推進や水田転作である大豆の生産拡大と加工販売など

に力を入れています。�

ほ場整備や土地改良事業などの基盤整備は概ね終了し、農用地の効果的な

利用を進めています。都市化に伴う農地の減少や農業従事者の高齢化、後継

者不足など、農業を取りまく環境はますます厳しくなる中で、意欲ある多様

な担い手を育成することが求められています。�

こうした中、食の安全・安心、地産地消 、環境に配慮した農業などに対

する住民の関心も高まっており、農産物の地場流通の広がりなど住民生活に

密着した農業を図る必要があります。また、農業・農村の資源は、ゆとり、

やすらぎをもたらすものとして注目され、観光交流と組み合わせたグリーン

ツーリズムの取り組みも求められています。�

町内の山林は里山から鹿狼山を中心とした自然環境保全地域など広範囲

にわたります。鹿狼山周辺はハイキングに適した山として多くの人に利用さ

れているなど、森林の多面的な利用が進んでいます。�

水産業は、漁港等の基盤整備は概ね完了し、獲る漁業から育てる漁業、資

源管理型漁業への転換を目指し、アワビ貝の中間育成放流事業などに取り組

んでいます。漁業の担い手不足は深刻化しており、後継者育成対策が求めら

れています。また、漁業の付加価値を高め、海のもつ魅力を生かす観点から

水産物・水産加工品の直販や子どもの漁業体験の場への活用などが求められ

ます。農業と同じく観光交流と組み合わせたブルーツーリズムへの展開が見

込まれます。�

�

�
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【施� 策】�

１．広範な担い手の育成１．広範な担い手の育成１．広範な担い手の育成１．広範な担い手の育成����

研修や交流機会の拡充、相談・指導体制を充実し、認定農業者 や多様な

担い手を育成するとともに、農業団体、農業法人の事業活動を支援します。

一方、町民による援農ボランティア を育成し、町民と農家を結ぶ仕組みづ

くりや新規就農者の育成に努めます。�

�

２．多様な農業生産の推進２．多様な農業生産の推進２．多様な農業生産の推進２．多様な農業生産の推進����

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に従い、基幹的な作

物づくり、営農類型に従う生産・出荷の合理化を促すとともに、これに必要

な農家経営の強化を促進します。また、エコ米、特別栽培米、ニラ、イチジ

クのブランド化に向けた作物の普及・拡大を図るとともに、新たな特産品、

ブランド化の研究を進めます。�

めざす姿



�
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３．農地の利用集積と生産基盤の整備・補修３．農地の利用集積と生産基盤の整備・補修３．農地の利用集積と生産基盤の整備・補修３．農地の利用集積と生産基盤の整備・補修����

農地流動化対策や農作業受委託の促進などにより、認定農業者や特定農業

団体 等への農地の集積と有効利用を促進します。また、作田前地区ほ場整

備事業や、各地区の要望に基づき、農道、用排水路、湛水防除施設等の整備・

補修を図ります。�

����

４．農村地域の協働活動の形成４．農村地域の協働活動の形成４．農村地域の協働活動の形成４．農村地域の協働活動の形成����

農業者だけでなく、地域住民、自治会、ＮＰＯ 法人等の参加による協働

活動組織を形成して、用排水路や農道等農業用施設をきめ細かな手入れや補

修、また、農村の景観を守るため、協働活動を進めます。�

����

５．遊休農地等の有効活用５．遊休農地等の有効活用５．遊休農地等の有効活用５．遊休農地等の有効活用����

新しい作物の導入と栽培、体験農業や市民農園など農地の多様な利用方策

を検討します。�

����

６．地産地消の推進６．地産地消の推進６．地産地消の推進６．地産地消の推進����

農水産物直売の機会を拡大するとともに、観光交流事業との連携を強化し、

地場農水産物を活用した収穫・加工体験、地元商工業と連携した商品開発な

どを進めます。�

����

７．産業まつりの充実７．産業まつりの充実７．産業まつりの充実７．産業まつりの充実����

商工会、ＪＡそうま新地総合支店、相馬双葉漁業協同組合新地支所の町内

経済３団体の連携を図りながら、産業まつりを充実させ、地域経済の活性化

と産業相互間の結びつきの強化に努めます。�

����

８．活力ある森林づくり８．活力ある森林づくり８．活力ある森林づくり８．活力ある森林づくり����

適正な森林の育成管理に努めるとともに、ふるさとの森の整備を通して、

ケヤキなど広葉樹林の拡大を図り、ふるさとの森にふさわしい樹林づくりを

進めます。



����

９．資源管理型漁業の推進９．資源管理型漁業の推進９．資源管理型漁業の推進９．資源管理型漁業の推進����

漁場での資源調査結果などを重視し、漁場造成事業や稚魚・稚貝の中間育

成放流事業などを進め、生産量の安定化を図ります。

����

��������．漁．漁．漁．漁業生産環境の充実業生産環境の充実業生産環境の充実業生産環境の充実����

漁港周辺の整備を県に要請するとともに、新規漁業就業者の受け入れ支援

など生産環境の充実に努めます。�

����

��������．海の資源活用．海の資源活用．海の資源活用．海の資源活用����

旅館・民宿などとの連携により、新鮮な食材をより生かした研究・開発を

促進するとともに、未利用、低利用魚の簡易加工など漁業関係者などの新た

な取り組みを促進します。また、漁村の環境や文化を楽しみ、海に親しむイ

ベントなど体験型観光交流活動を促進します。�

����

��������．産学官の連携．産学官の連携．産学官の連携．産学官の連携����

持続的に発展する農林水産業を構築するため、大学等との産学官連携 に

取り組みます。�
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１．水と緑豊かなまちづくり�

５．犯罪や事故を防ぐまちづくり

３．循環型社会の形成

４．災害に備えるまちづくり

２．地域環境の保全
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【現況と課題】�

本町は、海、田園、里、山が楽しめ、また、河川、ため池、水路、湧水な

ど水と緑の豊かな環境にあり、全域公園的な雰囲気をかもし出しています。

鹿狼山にはハイキングで、いっぱい清水、右近清水、真弓清水には水汲みに

多くの人が訪れるなど、新地ならではの特色とゆとり、やすらぎの空間をつ

くり出しています。�

こうした環境資源は地域を感じる場であり、地域の誇りや暮らしやすさで

もあります。町民共有の財産として継承していく必要があり、また、子ども

の情操教育の場としても大切な役割が期待されます。�

公園は、子どもから高齢者まで憩い、集うことのできる総合公園のほか、

海浜運動公園、相馬港緑地（ポートパークしんち）、子どもたちの自然体験

学習の場となっている相馬地域開発記念緑地などが整備されています。概ね

公園の整備は完了していますが、土地区画整理事業などにあわせて、まちな

かの公園整備がこれからの課題となっています。�

美しい自然景観や田園風景の価値が再認識されつつあるなかで、緑地や農

地を保全するとともに公共施設や道路といった公共空間における緑化など、

景観に配慮した、季節感のあふれるまちづくりを進めていく必要があります。�

�
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【施� 策】�

１．山地・里山の保全１．山地・里山の保全１．山地・里山の保全１．山地・里山の保全����

町土の保全や水資源のかん養などの公益的機能が十分発揮できるような

維持・保全を図ります。�

�

２．海岸の保全と活用２．海岸の保全と活用２．海岸の保全と活用２．海岸の保全と活用����

自然景観や防潮林の保全を図ります。�

����

３．緑地や田園景観の保全・形成３．緑地や田園景観の保全・形成３．緑地や田園景観の保全・形成３．緑地や田園景観の保全・形成����

平地林、河川緑地の保全などを進めるとともに農地を保全し、休耕田につ

いては景観作物の作付けなど地域の景観形成活動を支援します。�

�

４．水と緑のネットワークづくり４．水と緑のネットワークづくり４．水と緑のネットワークづくり４．水と緑のネットワークづくり����

自然の地域特性を生かし、町内各所に水辺の散策路、遊歩道などを整備す

るとともに、花いっぱい運動の促進、ウォーキングイベントなど水と緑に囲

まれた美しいまちづくりに努めます。�

�

５．公園・緑地の整５．公園・緑地の整５．公園・緑地の整５．公園・緑地の整備・充実備・充実備・充実備・充実����

子どもたちの身近な遊び場、親同士や高齢者の交流の場として、身近な公

園の整備・充実を図ります。また、ボランティアの協力を得ながら町民によ

る公園・緑地の管理をめざします。�

�

�

�

�

�

�

�
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【現況と課題】�

環境問題は、従前の公害防止に加え、地球温暖化防止へ向け地球規模で

の対応が求められています。地球温暖化防止のため燃焼時に 	
�を発生する

化石エネルギーの利用を抑制するなど、日常のくらしや産業経済活動などあ

らゆる場面で環境への配慮が必要となっています。�

水質汚濁や大気汚染は少なくなってきましたが、環境調査により現状を把

握し、未然防止に努めていく必要があります。水質汚濁については、下水道

事業や合併処理浄化槽などによる改善が期待されますが、同時に水質浄化に

向けた各家庭等の自主的な取り組みを支援していく必要があります。�

また、ごみ焼きやごみの不法投棄など、町民一人ひとりが暮らしのルール

やマナーを守っていくことが求められます。�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．地球温暖化対策の推進１．地球温暖化対策の推進１．地球温暖化対策の推進１．地球温暖化対策の推進����

町民、事業者の省エネルギー・省資源化の取り組みを促進する一方、行政

においては公用車の低公害車化や公共施設の省エネルギー化を進めます。ま

た、太陽光など再生可能なエネルギーの導入支援を検討します。�

�

２．公害防止の推進２．公害防止の推進２．公害防止の推進２．公害防止の推進����

工場からの排水や大気汚染物質について改善の指導に努めるとともに、新

たに町内に立地する工場とは公害防止協定の締結を図ります。�

�

３．環境美化の推進３．環境美化の推進３．環境美化の推進３．環境美化の推進����

各地区や各種団体による環境美化活動を促進するとともに、地域の美化促

進に対する意識啓発を図るとともに、警察などと連携し、不法投棄の取り締

まり強化や指導に努めます。�

めざす姿
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【現況と課題】�

地球規模での環境保全意識の高まりのなかで、ごみ問題の解決は大きな社

会問題であり、循環型社会を構築し、環境への負荷を軽減する取り組みが求

められています。�

町では、平成６年度より分別収集を開始し、平成 �� 年度からはプラスチ

ック容器包装ごみの分別収集を開始しています。ごみの排出量は、増加が続

いていましたが、平成 �� 年度をピークに減少に転じています。ごみの適正

処理と減量化（リデュース）、再利用（リユース）、再生利用（リサイクル）、

さらにはごみの発生源となるものの受け入れを断る（リフューズ）を加えた

４Ｒの取り組みを促進する必要があります。排出抑制については、ごみの有

料化など調査・研究の必要があります。�

水資源は、日々の生活や農業をはじめとする産業経済活動に不可欠な資源

です。�

本町は、相馬地方広域水道企業団により給水業務が行われており、ほぼ町

全域を給水しています。老朽化した配水管の計画的な改修を進めています。�

下水道事業は、平成８年度から特定環境保全公共下水道事業及び農業集落

排水事業により推進しています。これら下水道事業区域外については、合併

処理浄化槽の設置助成を行っています。�

良好な水資源を保つため、地域の実態にあった汚水処理とともに、施設の

適正な維持・管理と水洗化の促進を進め、汚泥の利用促進も計る必要があり

ます。�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．４Ｒの促進１．４Ｒの促進１．４Ｒの促進１．４Ｒの促進����

町民、事業者、行政の連携により、ごみの減量化（リデュース）、再利用

（リユース）、資源の再生利用（リサイクル）、ごみの発生源となるものの受

け入れを断る（リフューズ）の４Ｒの取り組みを促進します。また、環境に

配慮した商品の購入やマイバッグ持参など、ごみ減量の取り組みを推進しま

す。�

�

２．ごみ広域処理の充実２．ごみ広域処理の充実２．ごみ広域処理の充実２．ごみ広域処理の充実����

燃えるごみを処理するため相馬方部衛生組合による焼却場の新設を行い

広域処理体制を充実します。�

�

３．安定した水の供給３．安定した水の供給３．安定した水の供給３．安定した水の供給����

安定した水道水を供給するため、企業団による健全で効果的な水道事業を

推進します。�

また、配水管を計画的に取り替えるなどにより水道施設の耐久性の向上に

努めます。�

�

４．水洗化の推進４．水洗化の推進４．水洗化の推進４．水洗化の推進����

地域特性に即して下水道事業の導入あるいは合併処理浄化槽の設置を促

進し、全町域の水洗化を図ります。また、下水道管や集合処理施設の適正な

維持・管理を図ります。�

めざす姿
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【現況と課題】�

平成 �年８月の宮城沖地震では、本町でも家屋損壊などの被害がみられ、

災害に対する意識が高まりました。この震災を契機に町民の防災意識が高ま

り、町内全 ��地区で自主防災組織 が結成され、避難訓練やボランティアの

育成などが行われています。今後とも町をあげて地震・津波対策の充実や火

災予防など、災害に強いまちづくりを進める必要があります。�

「地域防災計画」については、平成 �� 年に全面改定を行い、併せて「水

防計画」の見直しを図っており、今後は「地域防災計画」に基づく災害発生

時の生活必需品の備蓄、防災資機材の計画的な整備など総合的な防災対策を

推進する必要があります。�

消防・救急体制は、相馬地方広域市町村圏組合による常備消防と４分団

���人からなる消防団で構成されています。地域の実情に応じた消防機器の

更新や、人口の減少及び団員の高齢化などによる団員の確保が課題となって

います。�

�

�
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【施� 策】�

１．災害に強い１．災害に強い１．災害に強い１．災害に強いまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり����

河川、海岸線等の危険箇所について関連機関と連携して防災事業を促進し、

津波避難への対策に努めます。また、建築物の耐震化について普及啓発に努

め、個人住宅の耐震診断や改修を推進し、公共施設の耐震化を進めます。�

�

２．地域防災力の向上２．地域防災力の向上２．地域防災力の向上２．地域防災力の向上����

災害時に町民と行政が一体となった対応が図られるよう防災訓練の実施

や自主防災組織の機能拡充を図るなかで、自主防災リーダーやボランティア

の育成、町内事業所との連携・協力体制の整備に努めます。�

�

３．防災体制の充実３．防災体制の充実３．防災体制の充実３．防災体制の充実����

「地域防災計画」、災害対策マニュアルの充実を図り、避難体制や防災情

報システムの整備など災害に備えた体制を充実します。また、災害時に迅速

な復旧が図られるよう関係機関との連携強化に努めます。�

�

４．消防体制の充実４．消防体制の充実４．消防体制の充実４．消防体制の充実����

町民の災害発生予防意識を高めるとともに、安全安心のための防災の拠点

となる消防新地分署の改築を行います。また、地域の実状に応じた消防機能

の更新、団員や消防水利の確保などを図ります。�

�

５．救急体制の充実５．救急体制の充実５．救急体制の充実５．救急体制の充実����

相馬地方市町村の連携により、救急指定病院の体制充実を図ります。�
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【現況と課題】�

本町では、「新地町生活安全条例」を制定し、町民、事業者、行政が互い

に協力・連携し、防犯意識の向上と自主的な生活安全活動を推進し、安全で

住みよい生活環境の整備を行い、安心して暮らせる地域社会の実現をめざし

ています。地域においては警察との連携のもと防犯協会や交通対策協議会な

どによる地域ぐるみの防犯活動や交通安全対策への取り組みが行われてい

ます。�

犯罪や交通事故の発生件数は年々減少していますが、高齢者を狙った振り

込め詐欺などの犯罪や、交通事故に関わる高齢者が多くなるなどの状況のな

かで、町民の安全なまちづくりへの関心を高め、地域におけるさまさまな取

り組みを推進していく必要があります。�

一方、消費者問題が複雑多様化するのに伴い、消費者である町民が消費ト

ラブルに巻き込まれるケースも増えており、必要な情報提供や啓発活動、相

談業務の充実が課題となっています。�

�
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【施� 策】�

１．生活安全環境の整備１．生活安全環境の整備１．生活安全環境の整備１．生活安全環境の整備����

「新地町生活安全条例」に基づき、町民の自主的な生活安全活動の推進を

図るとともに、安全で住みよい生活環境の整備を行い、犯罪、事故等を未然

に防止し、安心して暮らせる地域社会の実現をめざします。�

�

２．防犯意識の向上２．防犯意識の向上２．防犯意識の向上２．防犯意識の向上����

警察と防犯協会など関係機関と連携した啓発活動を推進し、防犯意識の向

上に努めます。�

�

３．地域防犯活動の推進３．地域防犯活動の推進３．地域防犯活動の推進３．地域防犯活動の推進����

防犯協会などと協力した防犯パトロールや、登下校途中の児童・生徒の被

害を未然に防ぎ、青少年の非行防止にもつながる地域との協力体制を強める

など、地域ぐるみの防犯活動を強化します。また、地域の要望と必要度に応

じて防犯灯の設置を図ります。�

�

４．道路交通環境の整備４．道路交通環境の整備４．道路交通環境の整備４．道路交通環境の整備����

歩行者や交通弱者を交通事故から守るため、関係機関と連携しながら交通

安全施設の整備を図ります。�

�

５．交通安全への普及啓発５．交通安全への普及啓発５．交通安全への普及啓発５．交通安全への普及啓発����

交通対策協議会や交通教育専門員などの協力のもと、子どもや高齢者を対

象とした交通安全活動を推進するなど交通安全に関する普及啓発に努めま

す。�

�

６．消費者対策の充実６．消費者対策の充実６．消費者対策の充実６．消費者対策の充実����

消費生活に関する情報提供や講習会などを通して消費者の知識や意識を

高めるとともに、消費者トラブルの被害者を救済する消費相談体制を充実し

ます。�

�
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１．子どもを育てやすいまちづくり�

５．みんなで支え合う地域ぐるみ�

福祉の確立

３．安心できる医療体制

４．高齢者が生き生き安心して

暮らせる地域づくり

２．生涯を通じた健康づくりの推進
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【現況と課題】�

核家族、共働き家庭の増加などに伴い、保育ニーズの多様化と子育て相談

の増加など、子育てに不安を抱える保護者が増えています。�

町では安心して子どもを産み育てられるよう、妊娠期や出産期、乳幼児期、

児童期などにおける母子保健サービスを行っています。また、地域子育て支

援センター（児童館）や保育所の地域開放により子どもたちや保護者が交流

したり、子育て情報交換や仲間づくり、育児相談などに努めています。さら

に、多様化する保育ニーズに対応した延長保育や乳児・低年齢児保育の実施、

放課後児童クラブの開設、経済的支援として出生児祝金や医療費助成などを

行っています。今年度より国の施策として子ども手当の支給や公立高校の授

業料無償化が始まっています。�

こうした母子保健サービスや子育て支援のほか、若者が定住し子どもを産

み育てやすい環境づくりが課題となっています。�

離婚などにより増加しているひとり親家庭では、子どもの養育と就労の両

立の問題など、経済的にも精神的にも不安定なケースが多く、生活実態に即

した支援が求められています。�

�
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【施� 策】�

１．次世代育成支援行動計画の推進１．次世代育成支援行動計画の推進１．次世代育成支援行動計画の推進１．次世代育成支援行動計画の推進����

子育ての総合的な支援である「新地町次世代育成支援行動計画」に基づき、

地域全体で子育てができる環境づくりを推進します。�

����

２．母と子の健康づくりの推進２．母と子の健康づくりの推進２．母と子の健康づくりの推進２．母と子の健康づくりの推進����

妊婦健診、乳幼児健康診査、健康相談など妊娠・出産、乳幼児期に至る一

貫した保健サービスや訪問指導の充実を図ります。�

�

３．子育て支援の充実３．子育て支援の充実３．子育て支援の充実３．子育て支援の充実����

地域子育て支援センター（児童館）の事業内容の充実や運営体制の工夫、

保育所の地域開放の推進などにより、子育て支援の拠点としての充実を図り

ます。�

また、地域での相互援助体制により子育て支援サービスを充実するといっ

た観点から、ファミリー・サポート事業 について検討していきます。また、

放課後児童クラブ の継続を図ります。�

�

４．保育サービスの充実４．保育サービスの充実４．保育サービスの充実４．保育サービスの充実����

延長保育、乳児・低年齢児保育など多彩な保育サービスを充実するととも

に、保育所において就学前教育の機能を合わせもつ幼保一体化に向けた取り

組みに努めます。

�

５．経済５．経済５．経済５．経済的的的的支援の充実支援の充実支援の充実支援の充実����

子育てに伴う経済的負担を減らすため、保育料の軽減に努めます。また、

子ども手当の支給、出生児祝金や乳幼児医療費及び中学生までの医療費の助

成などの継続に努めます。�

�

６．６．６．６．ひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭への支援への支援への支援への支援����

生活の安定と自立の促進に向けたきめ細かな相談、支援に努めます。�
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【現況と課題】�

生活習慣病 予防や寝たきり予防など、健康づくりを支援することが重要

となっています。生活習慣病の改善は、栄養や運動、休養などバランスのと

れた日常生活を送ることが大切となります。生活習慣病の予防をさらに推進

するため、各医療保険者ごとにメタボリックシンドローム に着目した特定

健康診査、特定保健指導が行われています。�

町では「健康しんち２１」を策定し、保健センターを中心にがんや結核検

診など各種検診事業や健康診査、健康相談など保健事業を推進する一方、健

康づくりを促進する運動習慣の定着に努めています。今後は心身ともに健康

で寝たきりにならない期間（健康寿命）ができるだけ長くなるよう町民一人

ひとりが生涯を通じた健康づくりに取り組むことが課題となっています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．健康意識の啓発１．健康意識の啓発１．健康意識の啓発１．健康意識の啓発����

「広報しんち」による情報提供、健康教室、健康相談などを通して心身の

健康づくりの普及啓発に努め、生活習慣の改善を促進します。�

�

２．健康づくり活動の支援２．健康づくり活動の支援２．健康づくり活動の支援２．健康づくり活動の支援����

健康づくり推進員、食生活改善推進員を中心に、地域での健康づくり活動

への取り組みや、体力増進活動の支援、さらには総合的な食への取り組みに

努めます。�

�

３．保健サービスの充実３．保健サービスの充実３．保健サービスの充実３．保健サービスの充実����

各種がん検診の受診率の向上、感染症予防や歯科保健の充実に努めるとと

もに、特定健康診査及び特定保健指導事業により生活習慣の改善と疾病の早

期発見・早期治療を推進します。�

�

�

４．健康管理システ４．健康管理システ４．健康管理システ４．健康管理システムムムムの推進の推進の推進の推進����

疾病の予防や早期発見・早期治療ができるよう健康管理データのシステム

を充実させ有効活用を図ります。�

�

�
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【現況と課題】�

高齢化や疾病構造の変化に伴い医療に対するニーズはますます多様化・高

度化しています。�

医療体制は、町内には診療所２ヵ所、歯科診療所３ヵ所があるほか、２次

医療機関として公立相馬総合病院（相馬市内）があります。専門的な分野に

ついては県立医科大学附属病院や県外の医療機関を利用しています。�

診療所と病院との連携による適切な医療サービスの供給とともに、救急医

療体制の充実が課題となっています。�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．公立相馬１．公立相馬１．公立相馬１．公立相馬総合病院総合病院総合病院総合病院の充実の充実の充実の充実����

公立相馬総合病院が地域医療の中核機関として質の高いサービスが提供

できるよう、引き続き施設や最先端機器の整備、人材の確保などに努力しま

す。�

�

２．かかりつけ２．かかりつけ２．かかりつけ２．かかりつけ医医医医の普及の普及の普及の普及����

医師会や関係機関と連携・協力してかかりつけ医の普及を図るとともに、

訪問診療等在宅医療の充実に努めます。�

�

３．救急３．救急３．救急３．救急医療医療医療医療の充実の充実の充実の充実����

広域的な連携のもとに、救急医療が円滑かつ適切に提供できるよう、救急

医療体制の充実を図ります。�

�

４．災害４．災害４．災害４．災害時医療時医療時医療時医療の強化の強化の強化の強化����

災害時における医療救急活動が迅速に行われるよう町内医療機関との連

携強化に努めます。�

めざす姿
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【現況と課題】�

本町では既に４人に１人以上が高齢者となっていますが、老人クラブ活動

などを通して健康づくりや地域活動、ボランティア活動などを展開していま

す。また、シルバー人材センターを通じて能力や経験を生かした就労を行っ

ています。�

高齢者の多くは介護が必要になっても住み慣れた自宅や地域の中で住み

続けたいと望んでいますが、核家族化などにより、ひとり暮らし高齢者や高

齢者だけの世帯、寝たきり高齢者など支援が必要な高齢者は増えており、共

働き世帯の増加も加わり、家庭の介護力の低下がみられ、介護施設への入所

希望が増加しています。�

町ではしんち福祉会（特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅介護支援

センター）や新地町社会福祉協議会（在宅サービス事業所）が高齢者の支援

を担っていますが、増え続ける介護ニーズに対応していくためには介護施設

やサービスが不足しています。�

また、介護保険制度の改正を受け、高齢者の多様なニーズや相談に総合的

に対応するため、必要なサービスを包括的に調整する地域包括支援センター

を設置しています。�

人口構成で多くを占める団塊世代が高齢者となりつつあるなど、高齢化が

ますます進むなかで、「新地町老人福祉計画及び介護保険事業計画」に基づ

き高齢者の社会参加活動、生活支援事業、介護予防に力を入れるとともに、

必要な時に必要な介護保険サービスを利用できる環境を充実させていく必

要があります。また、高齢者の権利擁護や虐待などへの対応も求められてい

ます。�

�

�

�

�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．１．１．１．社会参加社会参加社会参加社会参加活動の促進活動の促進活動の促進活動の促進����

老人クラブや高齢者グループへの支援を図りながら、ボランティア活動や

世代間交流、地域コミュニティ活動などを促進するとともに、シルバー人材

センターによる就労機会の拡充などに努めます。�

�

２．２．２．２．介護予介護予介護予介護予防防防防事事事事業の充実業の充実業の充実業の充実����

元気高齢者及び生活機能が低下し要支援、要介護が心配される高齢者の介

護予防事業を推進します。�

�

３．生活支援サービスの充実３．生活支援サービスの充実３．生活支援サービスの充実３．生活支援サービスの充実����

ひとり暮らし高齢者への配食サービスや緊急通報システムなど生活支援

サービスを充実します。�

�

４．高４．高４．高４．高齢齢齢齢者福祉サービスの充実者福祉サービスの充実者福祉サービスの充実者福祉サービスの充実����

介護を必要とする人が地域のなかで安心して必要なサービスが受けられ

るよう「新地町老人福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき介護保険サー

ビスの円滑な実施を推進します。また、認知症の共同生活（グループホーム）

の設置支援や老人ホームの利用などサービス充実に努めるとともに、高齢者

の権利擁護事業や成年後見制度の周知・普及を図ります。�

�

５．地域５．地域５．地域５．地域ケアケアケアケア体制の充実体制の充実体制の充実体制の充実����

地域包括支援センターを核とした包括支援事業（総合相談・連携・調査）

を充実します。また高齢者を地域全体で支え合う機能を高めるため地域ケア

体制の充実に努めます。�

�

６．高６．高６．高６．高齢齢齢齢者者者者見守見守見守見守りの支援りの支援りの支援りの支援����

地域住民、民生児童委員、福祉ボランティアなどの高齢者見守りの取り組

みを支援し、ひとり暮らしの高齢者など地域で孤立しがちな人々が安心して

生活できる環境づくりに努めます。�

めざす姿
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【現況と課題】�

核家族化や共働き夫婦の増加、また扶養意識の変化に伴って、家庭や地域

で支え合う機能が低下しています。それに伴い福祉サービスの需要が増加し

ています。�

町では町社会福祉協議会や民生児童委員をはじめ、各種団体などが行政と

連携し、ホームヘルパーの派遣、配食サービス、福祉人材の育成などを行っ

ています。�

今後もこれらをベースに支え合いの仕組み強化が求められますが、これか

らの福祉は、こうした行政と関係機関・団体の取り組みだけでは対応が難し

くなっています。家庭や地域が身近な問題として受け止め、お互いに支え合

っていく地域ぐるみの福祉体制を確立することが求められています。�

障がい者福祉についても、地域で

の理解と支え合いが必要であり、住

み慣れた地域での自立支援、就労の

場の確保などを支援していく必要

があります。社会保障制度は暮らし

の安心を支えるセーフティネット

ですが、少子・高齢化の進展に伴い

制度の充実が課題となっています。�

�

�

�

�

"#,*)¨©Dª`	«¬%CR��/®/�¯��°±²CR�

h³���H´)��µ¶����/�)*+,�-.%/(01

�

�

めざす姿



�

【施� 策】�

１．１．１．１．ボボボボランティランティランティランティアアアア活動の促進活動の促進活動の促進活動の促進����

学校教育での子どもの頃からのボランティア体験機会の拡充、町社会福祉

協議会と連携したボランティア学習や体験の場づくりなどを通してボラン

ティアの育成・支援に努めます。�

�

２．町２．町２．町２．町社会社会社会社会福祉協福祉協福祉協福祉協議会議会議会議会等の活動支援等の活動支援等の活動支援等の活動支援����

地域福祉活動の推進母体である町社会福祉協議会の育成活動支援、民生児

童委員の活動しやすい環境づくりに努めます。�

�

３．３．３．３．人人人人にやにやにやにやささささしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり����

県の「人にやさしいまちづくり条例」に基づき、公共施設や道路環境、住

宅のバリアフリー化など、人にやさしいユニバーサルデザイン のまちづく

りを進めます。また、高齢者や障がい者の移動手段の確保に努めます。�

�

４．４．４．４．障が障が障が障がい者のい者のい者のい者の自自自自立と立と立と立と社会参加社会参加社会参加社会参加の促進の促進の促進の促進����

「新地町障がい福祉計画」に基づき、障がい福祉サービスの充実と自立支

援を図る一方、地域住民との交流や就労・生きがい活動の支援に努めます。�

�

５．生活の安定・５．生活の安定・５．生活の安定・５．生活の安定・自自自自立への支援立への支援立への支援立への支援����

関係機関と連携して生活保護を必要とする世帯の生活の安定と生活自立

に向けた支援に努めます。�

�

６．６．６．６．社会社会社会社会保保保保障障障障制制制制度度度度の充実の充実の充実の充実����

国民年金及び保険事業については、制度・事業に関する広報・啓発活動や

相談活動を充実するとともに、事業の円滑な推進を図ります。�
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１．地域全体の教育力向上�

２．生涯学習・生涯スポーツの充実
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【現況と課題】�

本町には小学校３校、中学校１校があります。各学校では基礎学力の向上、

基本的な生活習慣の確立、生きる力を育む教育など各学校の特性を生かした

教育活動を推進しています。中学校生徒を対象とした「ＴＲＹ塾」や英検教

室、小学校の英語指導などにも取り組んでいます。�

さらに、地域内外での体験的な学習を通じ、福祉教育、環境教育、国際教

育、食育、ふるさと教育など、豊かな人づくりにつながる教育を展開してい

ます。�

学校だより等を通じて各学校が積極的な情報提供に努めているとともに、

ＰＴＡ、地域団体とも連携して保護者や地域住民を巻き込んだ活動が行われ

ています。また、各小中学校に学校評議員の設置が図られ、協力して学校運

営の充実を図っていますが、一層の組織的な支援が必要となっています。�

家庭教育学級や子育て支援、地域の人たちとの交流を通して少子化、核家

族化などにより低下した家庭や地域の教育力を向上させ、青少年の育成に取

り組む必要があります。�

一方、異なる文化や生活習慣を持つ人たちとの交流を一層深めるため

国際交流を推進することが求められます。英語指導助手等との交流を

通じて、異文化の理解を深める必要が高まっています。�

�

�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．学１．学１．学１．学習習習習環境の充実環境の充実環境の充実環境の充実����

基礎・基本の確実な定着により、学習向上を図るとともに、国際理解教育

の充実など社会の変化に対応した学習環境を提供します。�

安全で快適な学校環境を整える一方、学校ＩＣＴ 環境の整備を行い時代

に対応した教材の充実を図ります。�

また、奨学資金貸付けの継続に努めます。�

�

２．学２．学２．学２．学校校校校支援地域支援地域支援地域支援地域本部本部本部本部のののの設設設設立立立立����

学校・家庭・地域との連携強化を図るため、学校支援地域本部を立ち上げ、

地域ぐるみで学校を支援し、子どもたちを育む活動を推進します。�

また、県立新地高等学校の教職員や生徒の地域活動への参加を一層推進し、

地域との連携を深めます。�

�

３．３．３．３．心身心身心身心身の健康増進との健康増進との健康増進との健康増進と心心心心のののの教教教教育の推進育の推進育の推進育の推進����

「早寝・早起き・朝ご飯」＋「あいさつ」運動を通して心身の健康を増進

し、社会生活の基本ルールを身に付けるよう思いやりと心の教育を推進し、

いじめや不登校などの未然防止に努めます。�

�

４．４．４．４．家庭家庭家庭家庭のののの教教教教育力の向上育力の向上育力の向上育力の向上����

家庭教育学級や子育て支援など、子育て中の親たちの家庭教育力の向上を

支援します。町民が生涯学習に取り組む中で、家庭、学校、地域が連携して

家庭教育を支えます。�

めざす姿
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５．５．５．５．青少年青少年青少年青少年の育成の育成の育成の育成����

青少年が生き生きと生活できるよう、子ども会やスポーツ少年団などの青

少年活動を支援し青少年リーダーの育成に努めます。�

青少年を取りまく社会環境の変化を認識し、地域ぐるみで青少年の育成を

図る環境づくりを推進します。�

�

６．国６．国６．国６．国際際際際交流の推進交流の推進交流の推進交流の推進����

海外研修派遣事業を実施するとともに、海外からの研修受け入れを行い、

交流等により国際社会に貢献できる人材の育成に努めます。�

�

７．特７．特７．特７．特別別別別支援支援支援支援的的的的なななな教教教教育の充実育の充実育の充実育の充実�

��

�

特別の支援が必要な児童生徒等に対する教育の充実を図るため、地域の人

材を活用して学習支援員を配置します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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【現況と課題】�

町民の生涯学習・文化・スポーツについての意識の高まりにより、今や多

くの町民や各団体などが自発的で活発な活動を行っています。�

その中で、行政は、情報の提供や活動場所の確保などの環境を整備し、町

民のニーズに対応する必要があります。�

これまでは行政が提供する生涯学習やスポーツ事業を町民が選び参加す

る方法が主流でしたが、町民が自主的に活動し、行政が側面的に支援を行う

姿が望ましいと言えます。�

そのため、今後は各団体の活動を支援し、団体の自主・自立を促す施策を

実施する必要があります。�

本町では、公民館、図書館、総合体育館、野球場、陸上競技場などの生涯

学習・文化・スポーツ施設が整っています。これらの施設を町民や各団体が

有効に活用し活動が活発化すると、同世代や多世代間の交流が生まれ、その

中から指導者が現れ、それが引き継がれることによりその事業が活性化し、

「人が人を育てる生涯学習・生涯スポーツのまちづくり」が実現します。こ

れがひいては地域振興や活性化につながるものと考えます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．生１．生１．生１．生涯涯涯涯学学学学習習習習のののの総合的総合的総合的総合的推進推進推進推進����

生涯の各期にわたって学習機会を提供することができるよう各種教室や

講座の充実、団体・グループ活動の支援、ボランティア活動の促進などに努

めます。�

また、町民の活動を支援するため、各分野で多くの指導者の確保・育成に

努め、人材登録制度の整備を図ります。�

����

２．２．２．２．芸術文芸術文芸術文芸術文化活動の推進化活動の推進化活動の推進化活動の推進����

町民の芸術文化活動を支援し、芸術文化を通した町民の交流の場の提供や

情報の発信を行います。�

また、芸術文化団体の自主的な運営の支援に努め、指導者、後継者の育成

や自主的な文化活動グループの活性化を図ります。�

�

３．生３．生３．生３．生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツ・・・・レレレレククククリエリエリエリエーシーシーシーショョョョン活動の推進ン活動の推進ン活動の推進ン活動の推進����

スポーツ・レクリエーションを通じた健康づくりを図るため、多くの町民

が参加できるよう、町民ニーズを取り入れた事業の充実を図ります。�

また、各スポーツ団体の活動を支援し、指導者の確保・育成を図ります。�

�

４．４．４．４．読書読書読書読書の町づくりの推進の町づくりの推進の町づくりの推進の町づくりの推進����

生涯にわたる豊かな読書経験の基礎を形成するため、町図書館を中心に、

各種ボランティア団体・学校等と連携し、子どもと大人の読書活動の推進を

図り、町全体で読書への気運を高めます。�

�



�

５．５．５．５．社会教社会教社会教社会教育・育・育・育・社会社会社会社会体育体育体育体育関関関関連連連連施設施設施設施設の整備・充実の整備・充実の整備・充実の整備・充実����

町民が自主的な学習活動を支援するため、社会教育・社会体育関連施設の

充実や学校開放推進などの環境整備を図ります。�

また、公民館や図書館などを生涯学習活動の拠点とし、町民の多様な自主

的学習の要求に応えるため、施設の整備やサービスの充実に努めます。�

総合公園内のスポーツ施設を効率的・効果的な活用を図るため、総合的に

施設運営管理の在り方を検討します。�

�

�

６．６．６．６．男女共同参男女共同参男女共同参男女共同参画の促進画の促進画の促進画の促進����

「新地町男女共同参画計画」に基づき男女平等意識の啓発や学習機会の充

実、働き方の見直しを含むワークライフ・バランス（仕事と生活の調和）の

推進、家庭や地域活動への男女共同参画社会の促進を図ります。�

�

�
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１．協働によるまちづくり�

２．町民本位の行財政運営�
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【現況と課題】�

まちづくりの主役は、町民であり、町民ニーズが多様化するなかで、町民

の参画は不可欠となっています。�

本町には、昔ながらの地域コミュニティが息づき、町民の福祉や地域の文

化を支え、行政区が行政と町民のパイプ役を担ってきましたが、最近では地

域のつながりが希薄になってきています。しかし少子高齢化が進むなかで高

齢者の見守り、子どもの健全育成、防犯など地域コミュニティを主体にした

対応が求められる地域課題が増えています。�

こうした中、地域を継続的に維持していくためには、これまで以上に地域

住民の参画と協力が必要となっています。行政区では自らが作成した「地区

別計画」に基づき将来像実現に向けた取り組みを進めています。地域住民、

行政区、町がそれぞれの役割を担いながら協働による体制づくりを進めてい

くことが重要となっています。�

町では、町広報やホームページなどを活用し町民への情報提供に努めると

ともに、広聴活動としてまちづくり懇談会やみんなの伝言板などによる町民

ニーズの把握に努めています。町民の参画を基本に審議会・委員会を構成し、

町民との協働による計画づくりに取り組んでいます。�

町民と町が情報を共有し合い相互理解のうえでまちづくりを推進してい

く必要があります。�

�

�

�

�

�
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【施� 策】�

１．協働の体制づくり１．協働の体制づくり１．協働の体制づくり１．協働の体制づくり�

��

�

地区別計画に基づく行政区の自主的な地域づくりを支援するため、情報の

提供を行うとともに、財政的な支援を行います。また、ボランティアやＮＰ

Ｏなど自主的なまちづくり団体の活動を支援します。

�

�

２．町民参画の促進２．町民参画の促進２．町民参画の促進２．町民参画の促進�

��

�

町民の意見を町政に反映させるため、まちづくり懇談会やみんなの伝言板、

アンケート調査など広聴活動の充実を図るとともに、各種委員会、審議会な

どの積極的な活用により町民参画を促進します。�

�

３．まちづくり情報の共有化３．まちづくり情報の共有化３．まちづくり情報の共有化３．まちづくり情報の共有化�

��

�

広報紙面やホームページの充実などを図るとともに、行政情報に限らずま

ちづくり活動の積極的な情報提供に努めます。�

�

４．コミュニティ活動の支援４．コミュニティ活動の支援４．コミュニティ活動の支援４．コミュニティ活動の支援�

��

�

地域住民の連帯意識を高め、より良い地域づくりを推進する行政区活動を

支援します。地域や団体の相互交流を促進し交流や美化活動など地域独自の

コミュニティ活動を支援します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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【現況と課題】�

地方分権の進展に加え、厳しい財政状況と成熟社会における町民ニーズの

多様化は、限られた地域資源のもとで町民が満足できる行政サービスを効果

的、効率的に提供していくことが必要となります。�

本町は、電源地域の一つとしてこれまで安定した財政状況を維持し、役場

庁舎を含む主要な公共施設の整備などを達成してきましたが、今後はより厳

しい環境下に置かれることとなります。本計画に示す目標のもと選択と集中

の考え方に基づき、効率的、効果的に施策・事業を展開していく仕組みづく

りが求められます。行政評価を通じた計画、実施、評価、改善の評価システ

ムを構築していく必要があります。�

近年、少子化や環境問題、男女共同参画など分野を横断する行政課題が増

えつつあり、行政組織全体としての組織的な対応が求められています。また、

町民の生活や地域の経済活動は、交通網の整備、情報技術の進展などにより

町域を超え、広域化しており、これまで以上に広域的な視点からのまちづく

りが求められています。�

本町の財政構造は、町税収入が全体の約６割を占め、なかでも固定資産税

が大きな位置を占めています。しかし長引く景気低迷などの影響を受け、歳

入の減少とともに町税についても減少が続いており、投資的経費の抑制など

厳しい財政運営が続いています。将来を見据えた持続可能な財政基盤の確立

が課題となっています。�

�

�
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【施� 策】�

１．成果重視の行政運営１．成果重視の行政運営１．成果重視の行政運営１．成果重視の行政運営�

��

�

総合計画に基づく町政運営を基本に施策・事業の評価を活用することによ

り、成果を重視した行政運営を図ります。�

�

２．弾力的な組織運営２．弾力的な組織運営２．弾力的な組織運営２．弾力的な組織運営�

��

�

総合計画の実現を図るための組織・機構の見直しを柔軟に行うとともに、

定員管理の適正化、職員の能力開発に努めます。�

横断的な行政課題に対しては政策調整会議やプロジェクトチームなどに

より、各部門間の横の連携を密にした総合的な行政運営を図ります。�

�

３．効率的、効果的な行政サービスの推進３．効率的、効果的な行政サービスの推進３．効率的、効果的な行政サービスの推進３．効率的、効果的な行政サービスの推進�

��

�

町民サービスの提供方法や手続きを見直し、町民にとって真に必要なサー

ビスを効果的・効率的に提供を図ります。また、窓口サービスの向上に努め

ます。�

�

４．自主財源の確保４．自主財源の確保４．自主財源の確保４．自主財源の確保�

��

�

活力あるまちづくりや地域産業の振興、インターチェンジ周辺などの土地

活用により、税源の涵養に努めます。また、行政の守備範囲を明確にしなが

ら、受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料などの適正化に努めます。�

�

５．財政健全化への取り組み５．財政健全化への取り組み５．財政健全化への取り組み５．財政健全化への取り組み�

��

�

新地町行財政改革プランに基づき財政健全化に努めます。�

�

６．財源の重点的な配分６．財源の重点的な配分６．財源の重点的な配分６．財源の重点的な配分�

��

�

行政需要と財源に配慮しながら優先順位の高い事業への財源の重点的な

配分を図り、計画的・効率的な事業執行に努めます。�

�

７．地方公会計の整備推進７．地方公会計の整備推進７．地方公会計の整備推進７．地方公会計の整備推進�

��

�

町における資産、債務等と財務情報のわかりやすい公表を行うため、貸借

対照表等の整備を行います。�

めざす姿



�

８．広域的な連携の推進８．広域的な連携の推進８．広域的な連携の推進８．広域的な連携の推進�

��

�

新たな行政課題や都市問題に取り組むため、相馬地方広域市町村圏組合の

積極的な活用を図り、広域連携に努めるとともに福島県、宮城県、山形県と

いった南東北地域などとの連携により、広域都市圏の形成や地域の活性化に

努めます。�

�

９．社会資本の長寿命化対策９．社会資本の長寿命化対策９．社会資本の長寿命化対策９．社会資本の長寿命化対策�

��

�

これまで整備されてきた役場庁舎、体育館、町営住宅、橋梁等の社会資本

については、安全性の確保とライフサイクルコスト 縮減の観点から、予防

保全的管理による長寿命化対策として計画的な改築等を推進する必要があ

ります。各社会資本の更新需要への効果的・効率的な対応を可能とし、スト

ックされた社会資本の有効利用を図るため長寿命化計画策定調査を実施し

ます。�
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第５次新地町総合計画の策定にあたり、次代を担う子供たちのまちづくり

への参加と関心を高めるとともに、計画づくりの参考とすることを目的とし

て町内小学生及び中学生を対象とした「未来のしんち小・中学生作文コンク

ール」を実施しました。（平成 ��年 ��月～平成 ��年 �月）

小学生の部２４４点、中学生の部１１７点の合わせて３６１点の応募の中

から、それぞれの部で６編の入賞作品が選定されました。

○小学生の部�

最優秀賞� 「農業の盛んな新地町を目指して」� � 中津川� 晴己くん（新地小６年）

優�秀�賞� 「ほこれるものを持つ」� � � � � � � 横山� 史佳さん（福田小５年）

「活気のある町新地に」� � � � � � � 阿部� 有沙さん（新地小６年）

佳� � 作� 「世界に一つの新地町」� � � � � � � 加藤� 栞奈さん（新地小５年）

「ゼリーでもっとすばらしい新地町に」荒� 万佑加さん（福田小６年）

「みんな仲よく� きれいな新地町」� � 菊地� 里咲さん（駒ヶ嶺小４年）

○中学生の部�

最優秀賞� 「住み続けたい新地町」� � � 横山� 史織さん（尚英中２年）

優�秀�賞� 「新地町の未来」� � � � � � 佐藤� 麻里奈さん（尚英中３年）

「明るい未来と新地町」� � � 加藤� 美咲さん（尚英中３年）

佳� � 作� 「よりよい町にするために」� 菊地� 桃子さん（尚英中３年）

「新地町の未来」� � � � � � 加藤� 広大くん（尚英中１年）

「未来の新地」� � � � � � � 渡辺� 瑞希さん（尚英中１年）

※学校、学年は平成２２年３月時点
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「農業の盛んな新地町を目指して」「農業の盛んな新地町を目指して」「農業の盛んな新地町を目指して」「農業の盛んな新地町を目指して」� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � 中津川中津川中津川中津川�

��

� 晴己晴己晴己晴己 �

��

�

「ほこれるものを持つ」「ほこれるものを持つ」「ほこれるものを持つ」「ほこれるものを持つ」� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � 横山横山横山横山�

��

� 史佳史佳史佳史佳 �

��

�

「活気のある町新地に」「活気のある町新地に」「活気のある町新地に」「活気のある町新地に」� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � �

� � � � 阿部阿部阿部阿部�
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� 有沙有沙有沙有沙 ����
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諮� 問� 第� １４� 号�

平成２１年１２月４日�

�

新地町総合計画審議会会長� 様�

�

新地町長� � 加� 藤� 憲� 郎�

�

第５次新地町総合計画について（諮問）�

�

新地町総合計画審議会条例（昭和４５年新地町条例第１１号）第２条の規定に

基づき、第５次新地町総合計画及び新地町国土利用計画の策定について、貴審議

会の意見を求めます。�

�

�



����

,�-� .�
�

平成２２年１１月１９日�

�

新地町長� 加� 藤� 憲� 郎� 様�

�

新地町総合計画審議会�

会長� 後� 藤� 顯� 一�

�

第５次新地町総合計画について（答申）�

�

平成２１年１２月４日付諮問第１４号で諮問のあった第５次新地町総合計画に

ついては、原案を適当と認めます。�

なお、審議の過程において、人口減少が想定されていることから、小学校のあ

り方については今後の検討課題でないかとの意見があった。�

�

�

�
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審議会は、町長の諮問に応じ、新地町総合計画に関する事項について調査

及び審議するものです。�

�

新地町総合計画審議会委員名簿�

役� � 職� 氏� � � 名� 選出区分�

会� � 長� 後� 藤� 顯� 一� � 各種団体（商工会）�

副�会�長� 佐� 藤� � � 功� � 各種団体（区長会）�

委� � 員� 目� 黒� 静� 雄� � 町議会議員�

〃� 菅� 野� 正� 子� � 町議会議員�

〃� 林� � � 成� 德� � 町議会議員�

〃� 岡� 田� 義� 隆� � 各種団体（農業協同組合）�

〃� 渡� 辺� � � 登� � 各種団体（漁業協同組合）�

〃� 八� 巻� � � 円� � 各種団体（民生児童委員協議会）

〃� 斎� 藤� 良� 子� � 各種団体（婦人団体連絡協議会）

〃� 林� � � � � 功� � 学識経験者�

〃� 加� 藤� 孝� 夫� � 学識経験者�

〃� 星� � � � � 薫� � 学識経験者�

〃� 高� 崎� 義� 典� � 学識経験者�

〃� 荒� � � 達� 也� � 学識経験者�

〃� 熊� 澤� 静� 江� � 学識経験者�

�

新地町総合計画審議会旧委員名簿�

氏� � � 名� 選出区分（就任当時）� 就任期間�

阿� 部� � � 高 � 各種団体（農業協同組合）� ～平成 ��年��月 ��日

東� � � 胞� 男 � 各種団体（漁業協同組合）� ～平成 ��年��月��日�

武� 澤� 恵� 子 � 各種団体（婦人団体連絡協議会） ～平成 ��年 ��月 ��日

�
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役� 職� 氏� � � 名� 選� � 出� � 区� � 分�

会� 長� 加� 藤� 春� 男� � 第五行政区推薦�

副会長� 後� 藤� 一� 茂� � 一般公募�

委� 員� 岡� 本� 憲� 明� � 第一行政区推薦�

〃� 荒� � ��和� 雄� � 第二行政区推薦�

〃� 三� 宅� 信� 幸� � 第三行政区推薦�

〃� 林� � ��良� 平� � 第四行政区推薦�

〃� 森� � ��正� 弘� � 第六行政区推薦�

〃� 水� 戸� ��� 誠� � 第七行政区推薦�

〃� 小� 野� 義� 彦� � 第八行政区推薦�

〃� 荒� 芳� 久� 仁� � 第九行政区推薦�

〃� 寺� 島� 吉� 一� � 第十行政区推薦�

〃� 森� � ��武� 彦� � 第十一行政区推薦�

〃� 八� 巻� 秀� 行� � 第十二行政区推薦�

〃� 寺� 島� 忠� 義� � 第十三行政区推薦�

〃� 鶴� 田� 芳� 行� � 第十四行政区推薦�

〃� 星� � ��利� 信� � 第十五行政区推薦�

�
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